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秋田県告示第413号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によることとされる生活保護法の規定を含む。以下同じ。）第50
条の２の規定により、次のとおり指定医療機関から事業の廃止の届出があったので、同法第55条の２第２号の規定に基
づき、告示する。
　　平成22年８月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第414号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によることとされる生活保護法の規定を含む。以下同じ。）第49
条の規定により、医療扶助及び医療支援給付のための医療を担当させる機関を次のとおり指定したので、同法第55条の
２第１号の規定に基づき、告示する。
　　平成22年８月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

■　目　次　■

名　　　称 開設者氏名又は名称 所　在　地 廃止年月日

みちのく政宗デンタルクリ
ニック 正井　佑典

大仙市福田町22−23−７　イオン
タウン大曲福田ショッピングセン
ター内

平成22年３月15日

名　　　称 開設者氏名又は名称 所　在　地 サービスの
種類 指定年月日
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　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第415号
　生活保護法（昭和25年法律第144号。中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
（平成６年法律第30号）第14条第４項においてその例によることとされる生活保護法の規定を含む。以下同じ。）第55
条において準用する同法第49条の規定により、医療扶助及び医療支援給付のための施術を担当させる施術者を次のとお
り指定したので、同法第55条の２第１号の規定に基づき、告示する。
　　平成22年８月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第416号
　次の加入区の漁業区分に係る漁業災害補償法（昭和39年法律第158号）第108条第２項に規定する特定第２号漁業者の
同意について、同項に規定する要件に適合すると認めたので、同条第５項において準用する同法第105条の２第４項の
規定に基づき、公示する。
　　平成22年８月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
岩館加入区　小型底びき網漁業
八森加入区　小型底びき網漁業
八森加入区　沖合底びき網漁業
船川・脇本・船越・天王加入区　沖合底びき網漁業、小型底びき網漁業、小型底びき網漁業とえび・つぶかご漁業を併
　　　　　　　　　　　　　　せ営む漁業、小型底びき網漁業とべにずわいがにかご漁業を併せ営む漁業又は小型底び
　　　　　　　　　　　　　　き網漁業とごち網を使用して営む漁業を併せ営む漁業
仁賀保加入区　小型底びき網漁業
金浦加入区　小型底びき網漁業
象潟加入区　小型底びき網漁業
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第417号
　建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、道路の位置を次のとおり指定したので、建
築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第40号）第10条の規定に基づき、公告する。
　　平成22年８月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　道路の区域

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第418号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成22年８月24日

みちのく政宗デンタルク
リニック 医療法人鳳珠会　理事長

大仙市福田町22−23−７
　イオンタウン大曲福田
ショッピングセンター内

歯科、矯正
歯科、小児
歯科、歯科
口腔外科

平成22年８月１日

氏　　名 住　　所 施術所の名称 施術所の所在地 業務の種類 指定年月日

芳田　玲 大仙市高梨字水里120 にこにこ整骨院 大仙市花館柳町１−35 柔道整復 平成22年６月８日

申請者の住所及び氏名 道路の位置の指定箇所 道路の延長 道路の幅員 指定年月日

北秋田市栄字中綱130−６
株式会社　秋北不動産情報
センター
代表取締役　柴田　昌視

北秋田市鷹巣字南中家下
68番１の内、69番１の内

52.77メートル ６メートル 平成22年８月10日
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　処分をした年月日
　　平成22年８月11日
２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　有限会社高成建設
　　秋田市楢山石塚町３番８号
　　代表取締役　高　橋　重　樹
　　秋田県知事許可（般−19）第40525号
３　処分の内容
　　左官工事業、塗装工事業及び防水工事業に係る一般建設業許可の取り消し
４　処分の原因となった事実
　　平成22年８月11日付けで左官工事業、塗装工事業及び防水工事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。
　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋田県告示第419号
　建設業法（昭和24年法律第100号）第29条第１項の規定により、次のとおり建設業の許可を取り消したので、同法第
29条の５第１項の規定に基づき、公告する。
　　平成22年８月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　
１　処分をした年月日
　　平成22年８月11日
２　処分を受けた者の商号又は名称、主たる営業所の所在地、代表者の氏名及び許可番号
　　毛利板金工業株式会社
　　湯沢市横堀字大田中61番地
　　代表取締役　佐　藤　正　蔵
　　秋田県知事許可（般−17）第11006号
３　処分の内容
　　屋根工事業及び板金工事業に係る一般建設業許可の取り消し
４　処分の原因となった事実
　　平成22年７月29日付けで屋根工事業及び板金工事業に係る廃業等の届出があった。
　　このことが建設業法第29条第１項第４号に該当する。

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第10条第１項の規定により、特定非営利活動法人を設立しようとする
者から次のとおり設立の認証の申請があったので、同条第２項の規定に基づき、公告する。
　　平成22年８月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久
１　申請のあった年月日
　　平成22年７月13日
２　申請に係る特定非営利活動法人の名称
　　特定非営利活動法人　秋田ＣＡＰプロジェクト
３　代表者の氏名
　　関　　　昌　威
４　主たる事務所の所在地
　　秋田市八橋大畑一丁目８番22号
５　定款に記載された目的
　　この法人は、都市部の高齢世代の農村回帰と、地域資源の活用や新たな地域コミュニティの創造等を推進理念とす

る、21世紀・超高齢時代における先進モデル社会像の科学的な研究開発、実証・提言・普及を図ることにより、誰も
が幸せを実感できる持続可能な高齢社会の実現と、農村地域等の再生・活性化や地球環境問題等の解決に寄与するこ
とを目的とする。

　　　　　　─────────────────────────────────────────
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、仙北市黒倉堰土地改良区から申請のあった定款変

公　　　　　　　　告



教 育 委 員 会 告 示

更について、平成22年８月16日認可したので、同条第３項の規定に基づき、公告する。
　　平成22年８月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県知事　佐　竹　敬　久　

秋田県教育委員会告示第13号
　次のとおり教育委員会会議を開催する。
　　平成22年８月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県教育委員会委員長　北　林　真知子　
１　日時
　　平成22年８月26日午後２時
２　場所
　　教育委員会委員室
３　案件
　⑴　平成22年度施策評価について
　⑵　秋田県立高等学校教科用図書の採択について
　⑶　秋田県立特別支援学校教科用図書の採択について
　⑷　秋田県生涯学習審議会委員の任命について
　⑸　秋田県文化財保護審議会委員の任命について
　⑹　その他

秋選管告示第82号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第６条第１項の規定により、平成22年７月１日から同月31日までの間に次
の政治団体から設立の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づき、告示する。
　　平成22年８月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一　
１　その他の政治団体
　イ　国会議員関係政治団体以外の政治団体

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第83号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第７条の規定により、平成22年７月１日から同月31日までの間に次の政治
団体から届出事項に異動があった旨の届出があったので、同法第７条の２第１項の規定に基づき、告示する。
　　平成22年８月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一　
１　政党

２　その他の政治団体
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選挙管理委員会告示

政治団体の名称 代表者氏名 会計責任者氏名 主たる事務所の所在地 届出年月日

藤枝隆博後援会 谷　口　　　武 一　関　敏　伸 秋田市新屋大川町16−１ 平成22年７月１日

政治団体の名称 異動事項
内　　　　　　容

届出年月日
新 旧

自由民主党秋田県参
議院選挙区第一支部

主たる事務所の
所 在 地 秋田市山王四丁目６−12 秋田市山王臨海町２−35 平成22年７月20日

政治団体の名称 異動事項
内　　　　　　容

届出年月日
新 旧

−４−



　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第84号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、平成22年７月１日から同月31日までの間に次
の政治団体から解散の届出があったので、同条第３項の規定に基づき、告示する。
　　平成22年８月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一　
１　その他の政治団体

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第85号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第17条第１項の規定により、政治団体から収支に関する報告書が提出され
たので、同法第20条第１項の規定に基づき、その要旨を公表する。
　　平成22年８月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
Ⅰ　種類　政治資金規正法第17条第１項の規定による報告書
Ⅱ　報告書の要旨
１　収入及び支出のある団体
　⑴　その他の政治団体
　　　政治団体の名称　佐藤よしあき後援会（平成21年分）
　　　報告年月日　平成22年7月26日
　　ア　収入・支出の総額
　　　ア　収入総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,101円
　　　　　　前年からの繰越額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,101円
　　　　　　本年の収入額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円
　　　イ　支出総額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,101円
　　イ　収入・支出の内訳
　　　ア　支出の内訳
　　　　　　経常経費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,101円
　　　　　　　事務所費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,101円

秋田県商工政治連盟
白神八峰支部

代　　表　　者 大　森　三四郎 山　本　友　文
平成22年７月８日

会 計 責 任 者 鈴　木　　　勇 武　内　靖　弘

がんばる市民の会 主たる事務所の
所 在 地 秋田市山王四丁目６−５ 秋田市新屋大川町18−７ 平成22年７月14日

志政会 主たる事務所の
所 在 地 秋田市山王四丁目６−５ 秋田市仁井田本町二丁目６

−12 平成22年７月14日

同志の会 主たる事務所の
所 在 地 秋田市山王四丁目６−５ 秋田市新屋大川町18−７ 平成22年７月14日

穂積志後援会 主たる事務所の
所 在 地 秋田市山王四丁目６−５ 秋田市新屋大川町18−７ 平成22年７月14日

穂積志政策研究会 主たる事務所の
所 在 地 秋田市山王四丁目６−５ 秋田市新屋大川町18−７ 平成22年７月14日

秋田県農協政治連盟
あきた北央支部 会 計 責 任 者 吉　田　栄　一 佐　藤　公　己 平成22年７月20日

渡部聖一聖風会 会 計 責 任 者 笹　矢　輝　幸 加　賀　亮　三 平成22年７月23日

次の世代に責任を持
つ会

主たる事務所の
所 在 地 秋田市千秋明徳町２−77 秋田市山王沼田町11−３ 平成22年７月29日

政治団体の名称 代表者氏名 解散年月日 届出年月日

秋田県政治経済研究会 高　橋　日出夫 平成22年６月29日 平成22年７月５日

佐藤よしあき後援会 佐　藤　和　志 平成21年10月31日 平成22年７月26日

−５−
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　　　　　合　計　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 46,101円
２　収入及び支出のない団体
　⑴　その他の政治団体

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第86号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第19条第３項の規定により、次の公職の候補者から資金管理団体の届出事
項の異動の届出があったので、法第19条の２第１項の規定に基づき、告示する。
　　平成22年８月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一

　　　　　　─────────────────────────────────────────
秋選管告示第87号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により、政治団体から収支に関する報告書が提出され
たので、同法第20条第１項の規定に基づき、次のとおりその要旨を公表する。
　　平成22年８月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
１　種類　平成21年11月２日に提出された政治資金規正法第12条第１項の規定による報告書
２　報告書の要旨（平成18年分）

政　治　団　体　の　名　称 報 告 年 月 日

秋田県政治経済研究会（平成21、22
年分） 平成22年７月５日

資金管理団体の
届出事項の異動
の届出をした者
の氏名

公職の種類
資金管理団
体の名称

異動事項
内　　　　　　容

届出年月日
新 旧

穂積　　志 秋田市長 穂積志政策
研究会

主たる事務所
の所在地

秋田市山王四丁
目６−５

秋田市新屋大川
町18−７ 平成22年７月14日
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秋選管告示第88号
　政治資金規正法（昭和23年法律第194号）第12条第１項の規定により、政治団体から収支に関する報告書が提出され
たので、同法第20条第１項の規定に基づき、次のとおりその要旨を公表する。
　　平成22年８月24日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秋田県選挙管理委員会委員長　田　中　伸　一
１　種類　平成21年７月１日から平成22年６月30日まで提出された政治資金規正法第12条第１項の規定による報告書
２　報告書の要旨（平成20年分）
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